
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
の
両
者
に
単
一
の
境
界
画
定
に
つ
い
て

　
　
　
－
判
例
の
批
判
的
検
討
－

（105）　大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について

問
題
の
所
在

　
海
洋
境
界
画
定
に
関
し
、
今
日
、
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
、
あ
る
い
は
、
大
陸
棚
と
排

他
的
経
済
水
域
と
い
っ
た
法
的
に
異
な
る
二
つ
の
海
洋
空
問
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

本
の
線
で
画
定
す
る
単
一
の
境
界
画
定
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は

最
も
簡
単
に
は
、
領
海
以
遠
の
海
底
（
大
陸
棚
）
と
そ
の
上
部
水

域
に
共
通
す
る
境
界
画
定
線
の
問
題
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
ま
ず
、
海
底
に
関
す
る
制
度
で
あ
る
大
陸
棚
と
上
部
水
域

に
関
わ
る
制
度
で
あ
る
排
他
的
漁
業
水
域
双
方
の
境
界
画
定
が
問

題
と
な
る
場
合
、
考
慮
さ
る
べ
き
衡
平
性
の
要
素
が
海
底
と
上
部

水
域
と
で
は
同
一
で
は
な
い
た
め
、
大
陸
棚
に
つ
い
て
衡
平
な
境

界
画
定
線
と
排
他
的
漁
業
水
域
の
そ
れ
と
が
異
な
る
可
能
性
が

田
　
　
中

嘉
　
　
文

＾
2
〕

あ
る
。
大
陸
棚
の
境
界
画
定
と
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

つ
い
て
も
同
様
の
間
題
が
生
じ
う
る
。
こ
れ
に
関
し
国
連
海
洋
法

条
約
は
、
大
陸
棚
、
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
同
文
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。
「
向
か
い
合
っ
て
い
る
か

又
ば
隣
接
し
て
い
る
海
岸
を
有
す
る
国
の
問
に
お
け
る
排
他
的
経

済
水
域
（
大
陸
棚
）
の
境
界
画
定
は
、
衡
平
な
解
決
を
達
成
す
る

た
め
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
に
規
定
す
る
国
際
法

に
基
づ
い
て
合
意
に
よ
り
行
う
」
（
第
七
四
条
一
項
／
八
三
条
一

項
）
。
し
か
し
、
国
連
海
洋
法
条
約
上
同
一
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
と
し
て
も
、
海
底
と
そ
の
下
に
の
み
関
わ
る
制
度
で
あ
る
大
陸

棚
と
、
海
底
、
上
部
水
域
、
上
空
か
ら
構
成
さ
れ
る
排
他
的
経
済

（
4
）

水
域
と
で
は
衡
平
性
の
評
価
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

者
の
境
界
画
定
線
が
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
慣
習
法
適
用
の
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場
合
も
同
様
で
あ
る
。
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
な
い
し
排
他

的
経
済
水
域
（
以
下
、
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
と
表
記
す
る
）

と
で
異
な
る
境
界
画
定
線
が
設
定
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
国
の
排
他

的
漁
業
・
経
済
水
域
が
他
国
の
大
陸
棚
の
上
に
重
複
す
る
こ
と
に

な
り
沿
岸
国
管
轄
権
の
行
使
は
著
し
く
複
雑
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
の
境
界
画
定
が
当
事
国
間

の
合
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
、
海
底
と
上
部
水
域
に
単
一
の

境
界
画
定
線
を
引
く
か
別
々
の
境
界
画
定
線
を
設
定
す
る
か
と
い

う
選
択
は
、
当
該
合
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題

は
以
下
の
場
合
で
あ
る
。
（
一
）
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
・
経
済

水
域
の
境
界
画
定
に
関
し
当
事
国
が
単
一
の
境
界
画
定
線
を
用
い

る
こ
と
に
は
含
意
し
て
い
る
が
そ
の
具
体
的
位
置
に
つ
い
て
争
い

が
生
じ
、
当
該
単
一
の
境
界
画
定
線
の
設
定
を
国
際
司
法
裁
判
所

な
い
し
伸
裁
裁
判
所
に
求
め
た
場
合
、
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
法
は

何
か
。
（
二
）
当
事
国
問
に
単
一
の
境
界
画
定
線
を
用
い
る
と
い

う
合
意
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
事
国
が
国
際
司
法
裁
判
所
な

い
し
中
裁
裁
判
所
に
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
双
方
の

境
界
画
定
を
求
め
た
場
合
、
こ
の
二
つ
の
境
界
画
定
線
は
一
致
す

べ
き
か
。
前
者
は
、
メ
イ
ン
湾
、
ギ
ニ
ア
／
ギ
ニ
ア
ビ
サ
オ
、
サ

ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ク
ロ
ン
の
各
境
界
画
定
事
件
で
問
題
と
な
り
、

後
者
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
／
ヤ
ン
マ
イ
エ
ン
境
界
画
定
事
件
に
お

い
て
焦
点
と
な
っ
た
問
題
で
あ
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
本
稿
は
、

大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
、
紙
幅
の
都
合
上
、
判
例
に
限
定
し
て
考
察
す
る
。

判
例
の
分
析

　
（
一
）
　
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
（
ア
メ
リ
カ
■
カ
ナ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

　
　
　
　
一
九
八
四
年
）

　
一
九
七
九
年
三
月
二
九
日
の
特
別
協
定
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
カ
ナ
ダ
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
小
法
廷
に
対
し
、
裁
判
史

上
初
め
て
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定
を
付

託
し
た
。
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
は
共
に
一
九
五
八
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

大
陸
棚
条
約
の
当
事
国
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定
を
設
定

す
る
法
的
根
拠
に
関
し
小
法
廷
は
、
単
一
の
境
界
画
定
線
の
設
定

に
反
す
る
国
際
法
規
則
は
存
在
し
な
い
し
、
本
件
で
こ
の
種
の
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

界
画
定
線
を
引
く
こ
と
は
実
際
に
不
可
能
で
は
な
い
と
述
べ
る
。

し
・
か
し
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
単
一
の
境
界
画

定
に
適
用
さ
れ
る
法
は
何
か
で
あ
る
。
小
法
廷
は
、
単
一
の
境
界

画
定
を
可
能
と
す
る
慣
習
法
あ
る
い
は
他
の
法
的
根
拠
が
存
在
す
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（107）大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について

る
場
合
に
の
み
そ
の
よ
う
な
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
小
法
廷
は
、
単
一
の
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
存

在
を
議
論
す
る
こ
と
な
く
、
全
て
の
海
洋
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ

る
「
基
本
規
範
（
申
…
註
昌
昌
邑
昌
H
昌
）
」
を
援
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
単
一
の
境
界
画
定
を
行
っ
た
。
小
法
廷
の
論
理
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
全
て
の
海
洋
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る

「
基
本
規
範
」
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
（
一
）
相
対
な
い
し

隣
接
す
る
国
家
問
の
海
洋
境
界
画
定
は
、
一
国
の
み
に
よ
う
て
一

方
的
に
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
境
界
画
定
は
、
誠

実
か
つ
積
極
的
結
果
を
達
成
す
る
真
正
な
意
図
を
も
っ
て
行
わ
れ

た
交
渉
を
通
し
て
、
合
意
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
か
つ
行
わ
れ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
合
意
に
到
達
し
え
な
い

場
合
に
は
、
境
界
画
定
は
必
要
な
管
轄
権
を
有
す
る
第
三
者
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
二
）
い
ず
れ
の
場
合
に
も
境
界

画
定
は
、
地
理
的
形
状
と
そ
の
他
の
関
連
す
る
事
情
に
鑑
み
て
、

衡
平
な
結
果
を
確
保
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
衡
平
の
基
準
の
適

用
お
よ
び
実
際
的
方
法
の
利
用
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
＾
9
）

な
い
。
」
こ
の
基
本
規
範
は
抽
象
的
な
一
般
原
則
で
あ
る
た
め
、

こ
れ
を
具
体
化
す
る
特
別
法
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ま

ず
検
討
す
べ
き
は
両
当
事
国
が
批
准
し
て
い
る
大
陸
棚
条
約
で
あ

る
。
本
件
が
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
隈
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
当
然

大
陸
棚
条
約
第
六
条
が
適
用
さ
れ
る
。
し
・
か
し
小
法
廷
は
、
本
件

の
対
象
は
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
の
両
者
に
単
一
の
境
界
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

定
で
あ
る
た
め
、
大
陸
棚
条
約
は
拘
束
カ
を
も
た
な
い
と
す
る
。

更
に
本
件
に
お
い
て
は
、
当
事
国
の
行
動
か
ら
特
別
な
境
界
画
定

方
法
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
単
一
の
境
界
画
定
に
関
し
て

条
約
も
特
定
の
基
準
な
い
し
方
法
の
適
用
を
定
め
る
他
の
規
則
も

　
　
　
（
H
）

存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
小
法
廷
は
、
第
二
段
階
と
し
て
衡
平
の
基

準
に
訴
え
る
。
こ
こ
で
留
意
す
ぺ
き
は
、
単
一
の
境
界
画
定
は
大

陸
棚
と
そ
の
上
部
水
域
と
い
う
二
つ
の
対
象
を
有
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
て
小
法
廷
は
、
本
件
に
お
け
る
単
一
の

境
界
画
定
は
「
こ
れ
ら
二
つ
の
対
象
の
内
の
ど
ち
ら
に
も
優
先
的

取
り
扱
い
を
あ
た
え
ず
、
同
時
に
双
方
の
分
割
に
等
し
く
適
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
H
〕

基
準
な
い
し
基
準
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
の
み
遂
行
で
き
る
」

と
判
示
し
た
。
そ
の
よ
う
な
規
準
と
し
て
本
件
で
は
、
地
理
的
規

準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
段
階
と
し
て
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
、
境
界
画
定
を
行
う
実
際
的
方
法
で
あ
る
。
小
法

廷
に
よ
れ
ぱ
、
幾
何
学
的
方
法
の
み
が
海
底
と
上
部
水
域
の
境
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

画
定
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
小
法
廷
は
、
基
本
規
範
↓
衡
平
の
基
準
↓
実
際
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的
方
法
の
順
に
、
い
わ
ぱ
上
か
ら
下
へ
と
三
段
階
に
わ
け
て
単
一

の
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
法
を
析
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

小
法
廷
の
推
論
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
次
の
二
点
が
批
判
さ

れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
小
法
廷
の
い

う
基
本
規
範
は
ど
こ
－
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
か
。
条
約
に
基
礎
を

も
た
な
い
こ
と
、
海
洋
境
界
画
定
に
お
い
て
法
の
一
般
原
則
は
考

え
難
い
こ
と
か
ら
、
当
該
基
本
規
範
は
慣
習
法
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
法
と
し
て
の
基
本
規
範
を
生
み

出
す
に
十
分
な
国
家
実
行
と
法
的
信
念
が
当
時
存
在
し
て
い
た
の

か
。
単
一
の
境
界
画
定
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
境

界
画
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
慣
習
法
が
既
に
成
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

い
た
と
は
考
え
難
い
。
第
二
に
大
陸
棚
条
約
の
適
周
可
能
性
に
つ

い
て
、
本
件
が
排
他
的
漁
業
水
域
の
境
界
画
定
を
も
対
象
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
当
事
国
問
で
効
カ
の
あ
る
同
条
約
適
用

の
否
定
が
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
事
国
間
の
特
別
の
合
意

は
、
明
示
的
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
適
用
を
排
除
し
て
い
た
わ
け

　
　
（
1
5
）

で
は
な
い
。

　
次
に
実
際
の
線
引
き
に
関
し
小
法
廷
は
、
問
題
と
な
る
区
域
を

三
つ
に
分
け
た
上
で
幾
何
学
的
方
法
を
用
い
て
単
一
の
境
界
画
定

線
を
設
定
し
た
。
そ
の
上
で
小
法
廷
は
、
当
該
境
界
画
定
線
が
関

係
住
民
の
生
活
と
経
済
福
利
に
壊
滅
的
打
撃
を
与
え
る
か
と
い
う

観
点
か
ら
衡
平
性
を
テ
ス
ト
し
、
本
件
は
そ
れ
に
は
あ
た
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
（
1
6
〕

と
結
論
し
て
い
る
。

　
（
二
）
　
ギ
ニ
ア
／
ギ
ニ
ア
ビ
サ
オ
境
界
画
定
事
件
（
一
九
八
五

　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
　
　
年
）

　
一
九
八
五
年
の
ギ
ニ
ア
／
ギ
ニ
ア
ビ
サ
オ
境
界
画
定
事
件
で
は
、

旧
宗
主
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
／
ポ
ル
ト
ガ
ル
間
の
一
八
八
六
年
条

約
が
、
一
般
的
に
海
洋
境
界
を
画
定
し
て
い
る
か
が
争
点
と
な
り
、

中
裁
裁
判
所
が
こ
れ
を
否
定
し
た
た
め
、
ギ
ニ
ア
／
ギ
ニ
ア
ピ
サ

オ
問
に
お
け
る
具
体
的
線
引
き
を
合
む
領
海
・
大
陸
棚
・
排
他
的

経
済
水
域
の
境
界
画
定
が
同
裁
判
所
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
な
お
本
件
で
は
、
両
国
と
も
大
陸
棚
条
約
の
当
事
国
で
は
な

い
。

　
ま
ず
適
用
さ
れ
る
法
に
関
し
仲
裁
裁
判
所
は
、
当
事
国
の
引
用

す
る
法
、
す
な
わ
ち
、
慣
習
、
判
例
、
大
陸
棚
条
約
お
よ
び
国
連

海
洋
法
条
約
を
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、

裁
判
所
に
課
せ
ら
れ
た
本
質
的
目
的
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
七

四
条
一
項
お
よ
ぴ
八
三
条
一
項
に
言
及
さ
れ
て
い
る
衡
平
な
解
決

の
達
成
で
あ
る
と
述
べ
、
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
判
決
の
論
理
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（109）　大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について

を
援
用
し
つ
つ
、
法
的
拘
束
力
を
も
つ
特
定
の
方
法
、
特
定
の
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

慮
す
べ
き
要
因
は
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
議
論
に
基
づ
き
仲
裁
裁
判
所
は
、
紛
争
区
域
を
三
分
し

て
境
界
画
定
線
を
設
定
し
た
後
、
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
と
同

様
に
そ
の
衡
平
性
を
テ
ス
ト
し
て
い
る
。
そ
の
際
仲
裁
裁
判
所
は
、

メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
と
は
異
な
り
大
陸
棚
の
自
然
延
長
を
考

慮
し
、
本
件
に
お
い
て
大
陸
棚
は
断
絶
が
な
く
単
一
で
あ
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

自
然
延
長
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
結
論
し
た
。
こ
の
論
理
に
よ

る
な
ら
ば
、
大
陸
棚
の
自
然
延
長
の
断
絶
が
あ
る
場
合
、
単
一
の

境
界
画
定
線
は
当
該
自
然
延
長
に
従
っ
て
移
動
さ
れ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
海
底
と
上
部
水
域
と
で
異
な
る
境
界
画
定
線
が
設
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
か
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）
　
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ク
ロ
ン
境
界
画
定
事
件
（
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
　
　
ン
ス
／
カ
ナ
ダ
一
九
九
二
年
）

　
フ
ラ
ン
ス
／
カ
ナ
ダ
間
の
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
に
単
一

の
境
界
画
定
が
問
題
と
な
っ
た
本
件
に
お
い
て
仲
裁
裁
判
所
は
、

ま
ず
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て
、
当
事
国
問
に
合
意
の
あ
っ
た
基
本

　
　
　
　
　
（
刎
）

規
範
に
言
及
す
る
。
し
か
し
問
題
は
具
体
的
な
方
法
で
あ
る
。
本

件
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
と
カ
ナ
ダ
は
共
に
大
陸
棚
条
約
の
当
事
国

で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
裁
裁
判
所
は
、
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件

と
同
様
、
大
陸
棚
条
約
の
適
用
を
否
定
し
地
理
的
事
実
に
基
づ
く

基
準
を
採
用
し
た
。

　
次
に
中
裁
裁
判
所
は
、
二
つ
の
区
域
に
わ
け
て
境
界
画
定
線
を

設
定
し
た
後
、
メ
イ
ン
湾
暁
界
画
定
事
件
を
援
用
し
つ
つ
、
こ
れ

が
極
端
に
不
衡
平
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
か
ど
う
か
テ
ス
ト
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
仲
裁
裁
判
所
は
、
当
該
境
界
画
定
線
は
一
九

七
二
年
条
約
に
基
づ
く
両
当
事
国
の
既
存
の
漁
業
権
に
影
響
を
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朋
）

ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
結
論
し
た
。
こ
こ
で
、
も
し
当
該
境
界
画

定
線
が
漁
業
権
に
関
し
極
端
に
不
衡
平
な
結
果
を
も
た
ら
す
場
合

に
は
、
単
一
の
境
界
画
定
線
は
上
部
水
域
の
み
に
関
連
す
る
事
情

で
あ
る
漁
業
権
の
考
慮
に
基
づ
い
て
修
正
さ
れ
る
の
か
問
題
が
提

起
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
鉱
物
資
源
は
未
だ
開
発
が
行
わ

れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
当
該
要
因
は
大
陸
棚
の
み
に
関
係
す
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
〕

単
一
の
境
界
画
定
に
は
考
慮
す
る
に
不
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
（
四
）
　
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
／
ヤ
ン
マ
イ
エ
ン
境
界
画
定
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
〕

　
　
　
　
（
デ
ン
マ
ー
ク
■
ノ
ル
ウ
ェ
ー
一
九
九
三
年
）

　
以
上
三
つ
の
判
例
は
、
い
ず
れ
も
単
一
の
境
界
画
定
に
関
し
当

事
国
間
の
合
意
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
陸
棚
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と
排
他
的
漁
業
水
域
双
方
の
境
界
画
定
が
間
題
と
な
っ
て
い
る
が

当
事
国
問
に
単
一
の
境
界
画
定
に
対
す
る
合
意
が
な
い
場
合
、
こ

の
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
た
つ
の
か
。
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
■

ヤ
ン
マ
イ
エ
ン
境
界
画
定
事
件
で
国
際
司
法
裁
判
所
（
以
下
、
裁

判
所
）
が
直
面
し
た
の
は
正
に
こ
の
問
題
で
あ
る
。
本
件
に
お
い

て
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
基
線
か
ら
二
〇
〇
カ
イ

リ
の
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
、
大
陸
棚
、
排
他
的
漁
業
水
域
と
も

に
中
問
線
を
も
っ
て
境
界
画
定
線
と
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
こ
こ

で
重
要
な
こ
と
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
大
陸
棚
の

境
界
画
定
線
と
排
他
的
漁
業
水
域
の
そ
れ
と
は
結
果
と
し
て
一
致

す
る
が
、
両
者
は
概
念
的
に
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

従
っ
て
、
当
事
国
間
に
単
一
の
境
界
画
定
に
関
す
る
合
意
は
存
在

し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
件
は
先
に
み
た
三
つ
の
判

例
と
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
た
め
に
、
本
稿
で

は
本
件
で
問
題
と
な
る
境
界
画
定
線
を
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水

域
に
「
一
致
す
る
」
境
界
画
定
線
（
｝
①
8
一
昌
己
彗
↓
昌
彗
一
■

饒
昌
①
げ
g
己
胃
＜
）
と
呼
び
、
単
一
の
境
界
画
定
線
（
；
①
9
目
・

口
q
5
昌
彗
三
昌
①
げ
昌
目
忌
q
）
と
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。
な

お
、
本
件
で
は
両
国
共
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
陸
棚
条
約
の
当
事
国
で
あ

っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
適
用
さ
れ
る
法
に
関
し
本
件
で
は
、
以
上
の
理
由

か
ら
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
と
を
区
別
し
て
議
論
す
る
必
要

が
あ
る
。
ま
ず
大
陸
棚
に
関
し
て
は
、
両
当
事
国
が
大
陸
棚
条
約

を
批
准
し
て
い
る
以
上
、
同
条
約
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
当
事
国
が
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
適
用
が
否
定
さ
れ
て
き
た
先
の
判
例
と
は
異
な
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
裁
判
所
は
大
陸
棚
条
約
第
六
条
を
条
約
の
規
定
と
し

て
そ
の
ま
ま
適
田
川
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
七
年
の
英
仏
海

峡
大
陸
棚
事
件
を
引
周
し
つ
つ
裁
判
所
は
、
大
陸
棚
条
約
第
六
条

は
衡
平
原
則
に
依
拠
す
る
一
般
規
則
を
表
現
し
て
い
る
と
み
な
さ

れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
同
条
の
効
果
と
衡
平
原
則
に
基
づ
く
境
界
画

定
を
求
め
る
慣
習
法
の
効
果
と
の
間
に
実
際
的
相
違
を
発
見
す
る

の
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
る
。
更
に
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
お

よ
び
リ
ビ
ア
／
マ
ル
タ
犬
陸
棚
境
界
画
定
事
件
を
援
用
し
た
上
で

裁
判
所
は
、
ま
ず
中
問
線
を
暫
定
的
に
設
定
し
、
次
に
特
別
の
事

情
の
考
慮
に
よ
っ
て
当
該
中
間
線
を
修
正
す
べ
き
か
ど
う
か
を
検

討
す
る
と
い
う
大
陸
棚
条
約
第
六
条
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
憤
習
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
〕

お
い
て
も
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
裁
判
所
は
、
相
対
す

る
場
合
の
大
陸
棚
境
界
画
定
に
関
し
、
大
陸
棚
条
約
第
六
条
と
憤
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（111）大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について

習
法
を
同
一
の
も
の
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
（
第
一
段
階
の
同
一

化
）
。
北
海
大
陸
棚
事
件
以
来
、
大
陸
棚
条
約
第
六
条
の
慣
習
法

規
範
性
が
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
恩
え
ぱ
、
本
件
は
判
例
法
上

の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
裁
判
所

の
推
論
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
大
陸
棚
条
約

第
六
条
と
憤
習
法
の
同
一
化
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
単
に
メ
イ
ン

浄
境
界
画
定
事
件
と
リ
ビ
ア
／
マ
ル
タ
大
陸
棚
境
界
画
定
事
件
に

依
拠
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
二
件
に
お
い
て
等
距
離
・
中

問
線
が
暫
定
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
判
例
は
暫
定
的
段
階
に
お
い
て
さ
え
等
距
離
・
中
問
線
の
憤
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

法
規
範
性
を
明
示
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
メ
イ

ン
湾
境
界
画
定
事
件
は
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
に
単
一
の
境

界
画
定
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
り
、
大
陸
棚
の
み
の
．
境
界
画

定
と
は
性
質
が
異
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
判
例

を
先
例
と
し
て
援
用
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
自

ら
憤
習
法
形
成
に
お
け
る
国
家
実
行
と
法
的
信
念
の
重
要
性
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
〕

調
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
記
の
議
論
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
二
要
件
は
全
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

　
第
二
に
排
他
的
漁
業
水
域
に
関
し
、
裁
判
所
自
身
が
認
め
る
通

り
排
他
的
漁
業
水
域
の
境
界
画
定
の
み
が
付
託
さ
れ
た
判
例
は
存

在
し
な
い
。
し
か
し
本
件
の
当
事
国
が
、
排
他
的
漁
業
水
域
の
境

界
画
定
が
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
法
、
す

な
わ
ち
憤
習
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
点
に
合
意
し
て
い
る

事
実
に
基
づ
き
、
裁
判
所
は
排
他
的
経
済
水
域
境
界
画
定
の
憤
習

法
と
排
他
的
漁
業
水
域
の
そ
れ
と
を
同
一
で
あ
る
と
す
る
（
第
二

　
　
　
　
　
（
珊
〕

段
階
の
同
一
化
）
。
次
に
裁
判
所
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
七
四

／
八
三
条
に
い
う
「
衡
平
な
解
決
」
は
大
陸
棚
お
よ
び
排
他
的
経

済
水
域
の
境
界
画
定
に
関
す
る
憤
習
法
の
要
請
を
反
映
し
て
い
る

　
　
　
（
2
9
）

と
判
示
す
る
。
第
二
段
階
の
同
一
化
の
結
果
、
同
様
の
要
請
は
排

他
的
漁
業
水
域
の
境
界
画
定
に
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

更
に
裁
判
所
は
、
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
お
よ
び
リ
ビ
ア
／
マ

ル
タ
大
陸
棚
境
界
画
定
事
件
を
引
用
し
つ
つ
、
排
他
的
漁
業
水
域

の
境
界
函
定
も
大
陸
棚
の
そ
れ
と
同
じ
く
ま
ず
中
問
線
か
ら
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

る
の
が
適
当
で
あ
る
と
述
べ
る
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
海
岸
線
が

相
対
す
る
場
合
、
大
陸
棚
、
排
他
的
漁
業
水
域
、
全
て
に
共
通
の

単
一
の
境
界
画
定
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
大
陸
棚
条
約
第
六
条

に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
等
距
離
・
中
間
線
－
特
別
の
事
情
」
規
則

は
、
慣
習
法
た
る
「
衡
平
原
則
－
関
連
す
る
事
情
」
と
同
一
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
〕

果
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
裁
判
所
は
、
慣
習
法
レ
ベ

ル
に
お
い
て
大
陸
棚
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
法
と
排
他
的
漁
業

！11
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水
域
の
境
界
画
定
の
そ
れ
を
同
一
化
し
た
の
で
あ
る
（
第
三
段
階

の
同
一
化
）
。

　
以
上
の
三
段
階
に
わ
た
る
裁
判
所
の
議
論
の
中
核
は
、
大
陸
棚

の
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
法
と
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
の
そ

れ
と
の
憤
習
法
レ
ベ
ル
で
の
同
一
化
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
裁

判
所
の
推
論
は
、
慣
習
法
た
る
「
合
意
－
等
距
離
．
中
間
線
－
特

別
の
事
情
」
と
い
う
ト
リ
プ
ル
・
ル
ー
ル
の
下
に
海
洋
境
界
画
定

の
国
際
法
を
統
一
す
る
点
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
し
か

し
他
方
に
お
い
て
、
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
と
排
他
的
漁

業
水
域
の
そ
れ
を
同
一
化
す
る
過
程
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
単
に

当
事
国
の
合
意
を
援
用
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
国
家
実
行
も
法
的

信
念
も
全
く
検
討
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
大

陸
棚
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
法
と
排
他
的
漁
業
水
域
境
界
画
定

の
そ
れ
と
を
同
一
化
す
る
第
三
段
階
の
議
論
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
こ
こ
で
裁
判
所
は
、
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
と
リ
ビ
ア

／
マ
ル
タ
大
陸
棚
境
界
画
定
事
件
に
依
拠
す
る
の
み
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
排
他
的
漁
業
水
域
の
境
界
画
定
に
関

係
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
の
判
例
に
依
拠
し
て
第
三
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

階
の
同
一
化
を
行
う
に
は
無
理
が
あ
る
。

　
次
に
裁
判
所
は
、
三
段
階
に
わ
た
る
推
論
か
ら
導
き
出
し
た
憤

習
法
適
用
の
段
階
に
入
る
。
大
陸
棚
境
界
画
定
と
排
他
的
漁
業
水

域
境
界
画
定
に
同
一
の
憤
習
法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ

は
こ
の
両
者
の
境
界
画
定
線
が
一
致
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味

し
な
い
。
二
本
の
境
界
画
定
線
が
最
終
的
に
一
致
す
る
か
否
か
は

関
連
す
る
事
情
の
考
慮
に
よ
る
。
本
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
比

例
性
と
漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
を
関
連
す
る
事
情
と
し
て
容

認
し
た
。
そ
の
上
で
裁
判
所
は
、
問
題
の
海
域
を
三
つ
に
区
分
し

た
後
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
中
問
線
を
引
き
、
次
に
第
二
段
階
と

し
て
比
例
性
と
漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
を
考
慮
し
、
デ
ン
マ

ー
ク
に
よ
り
広
い
海
洋
空
問
を
付
与
す
べ
く
大
陸
棚
、
排
他
的
漁

業
水
域
双
方
の
境
界
画
定
線
を
中
問
線
か
ら
東
に
移
動
し
た
。
こ

こ
に
裁
判
史
上
初
め
て
、
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
の
双
方
に

一
致
す
る
境
界
画
定
線
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
境
界
画
定
線
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
次
の

二
つ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
は
、
当

該
境
界
画
定
線
の
衡
平
性
の
町
題
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
本
件
の

場
合
、
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
の
境
界
画
定
線
を
一
致
さ
せ

る
こ
と
が
双
方
の
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
法
の
適
切
な
適
用
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

あ
る
と
述
べ
る
の
と
ど
ま
り
、
な
ぜ
こ
の
二
本
の
境
界
画
定
線
が

一
致
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
説
得
的
に
論
証
し
て
い
な
い
。
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（113）大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について

漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
は
上
部
水
域
に
し
か
関
連
し
な
い
こ

と
を
考
え
れ
ぱ
、
漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
が
中
問
線
移
動
の

要
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
第
一
区
域
に
お
い
て
は
、
海
底
と
上
部

水
域
と
で
異
な
る
境
界
画
定
線
が
設
定
さ
れ
る
蓋
然
性
は
高
か
う

　
　
　
　
（
3
4
）

た
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
海
底
と
上
部
水
域
で
関
連
す
る
事
情
が

異
な
る
場
合
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い

う
問
題
が
生
じ
る
。
本
件
に
お
い
て
大
陸
棚
に
関
連
す
る
事
情
は

比
例
性
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
排
他
的
漁
業
水
域
の
そ
れ
は

比
例
性
と
漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
で
あ
っ
た
。
で
は
、
海
底

と
上
部
水
域
に
共
通
す
る
要
因
で
あ
る
比
例
性
と
上
部
水
域
の
み

に
関
連
す
る
漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
裁
判
所
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
す

る
こ
と
な
く
、
漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
を
保
証
す
る
た
め
第

一
区
域
を
半
分
に
分
割
し
た
。
こ
の
措
置
を
論
理
的
に
説
明
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
漁
業
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
の
考
慮
に
よ
る
中
問

線
の
移
動
と
一
致
す
る
よ
う
に
、
比
例
性
に
基
づ
く
中
問
線
の
移

動
を
考
慮
し
た
と
み
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
関
連
す
る
事

情
が
海
底
と
上
部
水
域
と
で
異
な
る
方
向
へ
中
閲
線
の
修
正
を
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

め
る
場
合
、
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
。
本
件
は
、
比
例
性
と
漁
業

へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
の
考
慮
と
が
偶
然
に
も
中
閲
線
の
同
一
方

向
へ
の
修
正
を
要
請
す
る
事
例
で
あ
っ
た
た
め
に
、
大
陸
棚
と
排

他
的
漁
業
水
域
の
境
界
画
定
線
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
が
正
反
対
の
方
向
へ
の
移
動
を
要

請
す
る
場
合
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
こ
の
可
能
性
を
考
え

る
な
ら
ば
、
二
本
の
境
界
画
定
線
を
一
致
さ
せ
た
裁
判
所
の
推
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餉
）

が
一
般
性
を
も
つ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
（
五
）
　
小
括

　
以
上
、
各
判
例
を
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
要
点
に
つ
い
て
の

み
横
断
的
に
考
察
し
た
。
ま
ず
単
一
の
境
界
画
定
に
関
し
一
九
八

四
年
と
一
九
九
二
年
の
二
判
例
は
、
適
用
さ
れ
る
法
を
全
て
の
海

洋
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
基
本
規
範
か
ら
演
縄
的
に
析
出
し
た
。

こ
れ
に
対
し
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
に
一
致
す
る
境
界
画
定

を
設
定
し
た
一
九
九
三
年
判
決
に
お
い
て
は
、
海
底
と
上
部
水
域

の
各
々
に
適
用
さ
れ
る
法
を
別
個
に
考
察
し
、
大
陸
棚
条
約
第
六

条
と
憤
習
法
た
る
衡
平
原
則
を
憤
習
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
等
置
し

た
。
と
こ
ろ
で
、
一
連
の
単
一
の
境
界
画
定
事
件
判
決
と
グ
リ
ー

ン
ラ
ン
ド
／
ヤ
ン
マ
イ
エ
ン
境
界
画
定
事
件
判
決
に
み
ら
れ
る
慣

習
法
の
解
釈
の
相
違
は
、
海
洋
境
界
画
定
の
核
心
的
位
置
を
占
め

る
衡
平
観
念
の
と
ら
え
方
の
相
違
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
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こ
で
次
節
で
は
、
海
洋
境
界
画
定
に
お
け
る
予
見
可
能
性
と
柔
軟

性
と
い
う
角
度
か
ら
衡
平
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
す
る
。

　
　
　
二
　
単
一
／
一
致
す
る
境
界
画
定
に
お
け
る

　
　
　
　
　
予
見
可
能
性
と
柔
軟
性
の
要
請

　
（
一
）
結
果
指
向
的
衡
平
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
修
正
的
衡
平
の
ア

　
　
　
　
プ
ロ
ー
チ

　
単
一
の
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
法
の
核
心
は
、
メ
イ
ン
湾
境

界
画
定
事
件
に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
小
法
廷
が
指
摘
し
た
基

本
規
範
で
あ
る
。
こ
の
基
本
規
範
の
第
二
原
則
は
、
「
衡
平
な
結

果
」
、
「
衡
平
の
基
準
」
、
「
実
際
的
方
法
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
か

ら
な
り
、
「
衡
平
な
結
果
」
は
「
衡
平
の
基
準
」
お
よ
ぴ
「
実
際

的
方
法
」
の
適
用
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
小
法
廷
に
よ
れ
ぱ
、
「
衡
平
の
基
準
は
そ
れ
自
体
は
法
規

則
で
は
な
く
、
様
々
な
状
況
に
お
い
て
拘
束
力
を
も
た
な
い
。

（
…
）
国
際
法
が
要
求
す
る
の
は
、
各
事
例
、
こ
と
に
、
具
体
的
な

状
況
に
最
も
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
特
定
の
基
準
な
い
し
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

る
基
準
問
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
小
法
廷
の

論
理
に
従
え
ば
、
海
洋
境
界
画
定
の
国
際
法
は
単
に
「
衡
平
な
結

果
」
を
規
定
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
衡
平
の
基
準
も
実
際
的
方
法

も
法
的
範
曉
に
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
小

法
廷
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
結
果
の
衡
平
の
み
を
担
保
す
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
結
果
指
向
的
衡
平
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
｝
①
富
彗
亨

○
ユ
①
葦
＆
8
9
q
触
o
肩
o
g
す
）
と
呼
ぷ
こ
と
に
す
る
。
小
法

廷
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
九
八
五
年
と
一
九
九
二
年
の
仲
裁
判
決

に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
海
岸
線

が
隣
接
な
い
し
そ
れ
に
近
い
場
含
の
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
大
き
く
次
の
二
点
が
枇
判
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
最
も
重
要
な
問
題
と
し
て
過

度
の
主
観
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
規
範
性
の
レ
ベ
ル
が
余
り
に
低
い

た
め
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ぱ
慣
習
法
と
し
て
の
衡
平
原
則

に
基
づ
く
判
決
と
衡
平
と
善
に
基
づ
く
そ
れ
と
の
区
別
が
著
し
く

　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

暖
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
問
題
は
予
見
可
能
性
の
欠
如
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
〕

あ
る
。
法
に
ば
一
定
程
度
の
予
見
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
結
果
指
向
的
衡
平
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ぱ
、
衡
平
な

結
果
は
個
別
事
例
に
お
け
る
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

た
め
、
予
見
可
能
な
規
則
の
形
成
が
著
し
く
困
難
に
な
る
。

　
結
果
指
向
的
衡
平
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
対
比
さ
れ
る
の
が
、
相
対

す
る
境
界
画
定
の
事
例
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
／
ヤ
ン
マ
イ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ω
〕

ン
境
界
画
定
事
件
で
と
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
一
致
す
る
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（115）大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について

境
界
画
定
線
を
設
定
し
た
本
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
第
一
段
階

で
中
間
線
を
設
定
し
第
二
段
階
で
関
連
す
る
事
情
を
考
慮
し
て
こ

れ
を
修
正
す
る
二
段
階
方
式
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
等
距
離
・
中

問
線
方
法
を
法
的
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
認
め
た
上
で
ま
ず
等
距

離
．
中
問
線
を
引
き
、
関
連
す
る
事
情
に
鑑
み
て
こ
れ
が
不
衡
平

な
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
に
修
正
を
加
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
修
正
的
衡
平
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
｝
①
8
弓
8
立
く
①
■
8
巨
q

署
肩
畠
g
）
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。
修
正
的
衡
平
の
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
第
一
段
階
で
客
観
的
方
法
で
あ
る
等
距
離
・
中
問
線
方

法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衡
平
性
の
評
価
に
つ
い
て
一
定

程
度
の
予
見
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
－
か
も
衡
平

の
考
慮
は
等
距
離
．
中
間
線
が
不
衡
平
な
結
果
を
も
た
ら
す
場
含

に
初
め
て
介
入
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
衡
平
に
含

ま
れ
る
主
観
性
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
修
正
的
衡
平

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
は
、
更
に
次
の
二
点
が
問
わ
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
は
等
距
離
・
中
間
線
が
第
一
段
階
で
適

用
さ
れ
る
法
的
根
拠
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
等
距

離
・
中
問
線
方
法
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
予
見
可
能
性
の
考
察
に

通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
も
第
二

段
階
で
関
連
す
る
事
情
の
考
慮
が
要
請
さ
れ
る
以
上
、
関
連
す
る

事
情
の
観
念
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
海
洋
境
界

画
定
に
お
け
る
柔
軟
性
の
問
題
で
あ
る
。

　
海
洋
境
界
画
定
の
国
際
法
は
、
他
の
法
と
同
じ
く
一
定
程
度
の

予
見
可
能
性
を
も
た
ね
ば
ら
な
い
。
他
方
、
多
様
な
事
例
に
対
応

し
衡
平
な
結
果
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
関
連
す
る
事
情
の
考
慮

を
柔
軟
に
取
り
入
れ
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
で
は
、
海
洋
境
界
画

定
に
お
い
て
予
見
可
能
性
と
柔
軟
性
と
い
う
二
つ
の
要
請
を
い
か

に
調
和
さ
せ
る
か
。
こ
れ
が
海
洋
境
界
画
定
の
国
際
法
の
核
心
を

な
す
と
考
え
る
。
そ
こ
で
次
に
、
本
稿
の
文
脈
に
限
定
し
た
上
で
、

こ
の
二
つ
の
要
請
を
簡
潔
に
検
討
す
る
。

　
（
二
）
　
予
見
可
能
性
の
要
請

　
ま
ず
等
距
離
・
中
問
線
方
法
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
予
見
可
能

性
に
関
し
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
こ
で
は
海
洋
空
間
に

対
す
る
法
的
権
原
と
境
界
画
定
方
法
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
こ

の
問
題
を
考
察
す
る
。
大
陸
棚
に
対
す
る
法
的
権
原
に
関
し
国
連

海
洋
法
条
約
七
六
条
一
項
は
、
陸
地
領
域
の
白
然
延
長
と
領
海
を

測
る
基
線
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
の
距
離
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
お

い
て
い
る
。
二
〇
〇
カ
イ
リ
距
離
基
準
導
入
の
結
果
、
リ
ビ
ア
／

マ
ル
タ
大
陸
棚
境
界
画
定
事
件
で
確
認
さ
れ
た
通
り
、
二
〇
〇
力
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イ
リ
の
範
囲
に
位
置
す
る
大
陸
棚
に
対
す
る
沿
岸
国
の
権
原
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

専
ら
基
線
か
ら
の
距
離
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
次
に
国
連
海
洋

法
条
約
第
五
七
条
に
よ
れ
ぱ
、
排
他
的
経
済
水
域
に
対
す
る
沿
岸

国
の
法
的
権
原
は
領
海
を
測
る
基
線
か
ら
最
大
二
〇
〇
カ
イ
リ
と

い
う
距
離
に
基
づ
く
。
こ
れ
は
リ
ビ
ア
／
マ
ル
タ
大
陸
棚
境
界
画

定
事
件
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
今
日
、
慣
習
法
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
〃
）

て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
基
線
か
ら
二
〇
〇
カ

イ
リ
以
内
の
海
洋
空
間
に
関
す
る
限
り
、
距
離
基
準
は
大
陸
棚
と

排
他
的
経
済
水
域
に
共
通
の
法
的
権
原
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
に
共
通
の
法
的
権
原
た
る

距
離
基
準
と
境
界
画
定
方
法
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
た
つ
の
か
。

こ
れ
に
関
し
、
リ
ビ
ア
／
マ
ル
タ
大
陸
棚
境
界
画
定
事
件
判
決
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
裁
判
所
に
と
っ
て
、
暫
定
的
結
果

を
導
く
第
一
段
階
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
基
準
お
よ
ぴ
方
法
の
選

択
が
、
法
的
権
原
の
付
与
を
基
礎
と
す
る
観
念
と
一
致
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畑
）

な
や
り
方
で
な
さ
れ
る
の
は
論
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」
同

様
の
論
理
は
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
に
も
適
用
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
裁
判
所
自
身
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
境
界
画
定
方
法
は

法
的
権
原
と
し
て
の
距
離
基
準
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

等
距
離
・
中
間
線
方
法
は
、
距
離
と
い
う
空
間
的
基
準
を
反
映
す

　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
大
陸
棚
、
排
他
的
漁
業
一

経
済
水
域
い
ず
れ
の
境
界
画
定
に
お
い
て
も
ま
ず
第
一
段
階
と
し

て
等
距
離
・
中
間
線
方
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
こ
の
結
論
の
妥
当
性
は
、
更
に
国
家
実
行
の
検
討

に
よ
っ
て
裏
付
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）
　
柔
軟
性
の
要
請

　
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
に
単
一
／
一
致
す
る
海
洋

境
界
画
定
に
お
い
て
共
通
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
主
な
関
連
す
る

事
情
と
し
て
は
、
比
例
性
、
地
理
的
形
状
、
経
済
的
要
因
、
当
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛎
）

国
の
実
行
、
安
全
保
障
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
比
例

性
は
、
大
陸
棚
境
界
画
定
と
同
様
、
単
一
／
一
致
す
る
海
洋
境
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

画
定
の
全
て
の
判
例
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
次
に
地
理
的

形
状
は
境
界
画
定
プ
ロ
セ
ス
の
申
核
と
し
て
、
い
ず
れ
の
判
例
に

お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
第
三
に
経
済
的
要
因

は
、
単
一
の
境
界
画
定
で
は
、
全
く
考
慮
さ
れ
な
い
か
、
考
慮
さ
．

れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
既
に
設
定
さ
れ
た
境
界
画
定
線
の
衡
平
性

の
テ
ス
ト
と
し
て
二
次
的
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

他
方
、
一
致
す
る
境
界
画
定
線
を
設
定
し
た
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
／

ヤ
ン
マ
イ
エ
ン
境
界
画
定
事
件
で
は
、
裁
判
史
上
初
め
て
、
境
界
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（117）　大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について

画
定
過
程
に
お
い
て
漁
業
資
源
へ
の
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
が
考
慮
さ

れ
た
。
当
事
国
の
実
行
お
よ
び
安
全
保
障
は
本
稿
で
検
討
し
た
い

ず
れ
の
判
例
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
一
般
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

し
て
は
こ
れ
ら
を
考
慮
に
入
れ
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。

最
後
に
関
連
す
る
事
情
の
観
念
全
体
に
関
し
て
は
、
そ
の
中
に
含

ま
れ
る
要
因
の
特
定
と
各
要
因
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
二
つ
の
問
題

が
存
在
す
る
。
特
に
要
因
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
考
え
ら
れ
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

全
て
の
要
因
を
考
慮
す
る
方
向
と
、
各
海
洋
空
問
制
度
に
固
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

要
因
に
限
定
す
る
方
向
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

結
語

　
本
稿
は
、
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
・
経
済
水
域
に
単
一
■
一
致

す
る
境
界
画
定
に
つ
い
て
、
判
例
に
限
定
し
て
若
干
の
検
討
を
加

え
た
に
す
ぎ
な
い
。
特
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
／
ヤ
ン
マ
イ
エ
ン
境

界
画
定
事
件
判
決
が
と
っ
た
修
正
的
衡
平
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
少

な
く
と
も
海
岸
が
相
対
す
る
場
合
の
境
界
画
定
に
関
し
、
判
例
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

発
展
方
向
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
璽
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
た
上
で
、
今
後
、
等
距
離
・
中
間
線
の
適
用
に
よ
る
予
見
可
能

性
と
関
連
す
る
事
情
の
考
慮
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
柔
軟
性
と
い

う
二
つ
の
要
請
を
海
洋
境
界
画
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
調
和
さ

せ
る
か
と
い
う
問
題
が
、
　
つ
の
焦
点
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
本
稿
で
は
、
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定

　
の
問
題
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。
な
お
本
稿
は
、
　
一
九
九
六
年
に
ジ

　
ュ
ネ
ー
ブ
高
等
国
際
研
究
所
に
提
出
し
た
P
向
．
ω
、
取
得
論
文
『
ざ

　
望
昌
廻
雨
き
ミ
ぎ
雨
b
o
§
§
ミ
一
α
冒
一
〇
昌
凹
寝
葛
『
」
．
⊂
．
声
向
．
－
－
一

　
冨
累
署
、
〒
ご
の
一
部
を
要
約
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
排
他
的
漁
業
水
域
は
、
排
他
的
経
済
水
域
と
異
な
り
、
海
底
お

　
よ
び
そ
の
下
を
合
ま
な
い
観
念
で
あ
る
。

（
3
）
　
こ
の
問
題
の
所
在
は
、
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

　
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
≦
①
p
勺
■
一
き
喜
s
き
Φ
§
軋
δ
｝
、
き
ざ
き
－

　
S
§
ミ
昌
ぎ
o
S
§
s
ユ
S
§
ド
、
與
ユ
μ
勺
①
O
O
自
P
　
－
o
o
o
o
〇
一
P
－
N
0
∴
O
與
饒
－

　
涼
o
戸
［
・
一
．
．
↓
幕
U
g
邑
訂
＝
昌
o
申
竃
胃
一
ま
冒
o
ω
橿
o
鶉
σ
o
－

　
一
ミ
①
o
目
ω
↓
凶
冨
ω
冬
写
す
O
O
O
O
ω
岸
①
o
H
＞
⊆
］
凹
o
o
コ
一
〇
〇
與
ω
房
．
．
L
目
U
E
1

　
筥
』
メ
丙
1
－
団
目
口
＜
ぶ
目
鶉
一
U
．
（
O
旦
ω
．
）
一
㌧
き
曽
軋
｝
O
O
ふ
O
S
き
雨

　
＞
“
§
卜
昌
§
♀
§
雨
吻
雨
p
く
o
F
－
一
U
o
『
創
篶
o
す
戸
z
ご
す
o
R
－
o
雪
一
p

　
ム
o
0
N
。
小
田
滋
、
『
注
解
国
連
海
洋
法
条
約
上
巻
』
、
有
斐
閣
、
一
九
八

　
六
年
、
二
四
三
頁
。
三
好
正
弘
、
「
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の

　
境
界
画
定
」
、
『
海
洋
法
と
海
洋
政
策
』
、
第
六
号
、
外
務
省
、
昭
和

　
五
八
年
、
六
六
頁
。
同
、
「
大
陸
棚
境
界
画
定
準
則
に
関
す
る
一
考

　
察
」
、
林
久
茂
・
山
手
治
之
・
香
西
膨
編
集
代
表
、
『
海
洋
法
の
新
秩

　
序
』
、
（
高
林
秀
雄
先
生
還
暦
記
念
）
、
東
信
堂
、
一
九
九
三
年
、
一

　
八
五
－
一
八
六
頁
。

（
4
）
　
排
他
的
経
済
水
域
は
上
空
を
も
合
む
観
念
で
あ
る
点
に
留
置
し
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て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
五
六
条
一
項

　
が
沿
岸
国
が
有
す
る
主
権
的
権
利
の
対
象
と
し
て
「
風
か
ら
の
エ
ネ

　
ル
ギ
ー
」
を
挙
げ
て
い
る
点
、
第
五
八
条
一
項
が
全
て
の
国
は
、
「
排

他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
」
第
八
七
条
に
定
め
る
上
空
飛
行
の
自
由

　
を
享
受
す
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点

　
を
明
確
に
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
桑
原
輝
路
、
『
海
洋
国
際
法
』
、

　
国
際
書
院
、
一
九
九
二
年
、
九
四
頁
。

（
5
）
　
排
他
的
経
済
水
域
は
海
底
を
も
含
む
制
度
で
あ
る
た
め
（
国
連

　
海
洋
法
条
約
第
五
六
条
一
項
）
、
排
他
的
経
済
水
域
が
設
定
さ
れ
た

　
場
合
、
そ
の
海
底
は
も
は
や
大
陸
棚
で
は
な
く
排
他
的
経
済
水
域
と

　
し
て
の
海
底
と
な
る
。
そ
こ
で
、
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
に
単

　
一
の
境
界
画
定
を
議
論
す
る
場
含
、
大
陸
棚
は
排
他
的
経
済
水
域
と

　
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な

　
る
。
し
か
し
、
今
日
な
お
こ
の
点
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
他
方
、
一

　
般
に
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定
に
関
す
る
議

　
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
海
底
部
分
と
上
部
水
域
の
部
分
の
衡

　
平
性
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
の

　
点
に
お
い
て
、
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定
と

　
問
題
の
所
在
を
共
通
に
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
大

　
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
の
関
係
を
論
じ
た
邦
語
文
献
と
し
て
次
を

　
参
照
。
中
村
洗
、
「
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
関
係
」
、
山
本
草

　
二
・
杉
原
高
嶺
編
、
『
海
洋
法
の
歴
史
と
展
望
』
、
（
小
田
滋
先
生
還

　
暦
記
念
）
、
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
、
三
五
－
六
八
頁
。
井
口
武
夫
、

　
「
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
レ
ジ
ー
ム
形
成
と
そ
の
相
関
関
係

　
に
つ
い
て
の
考
察
」
、
『
世
界
法
年
報
』
、
第
一
七
号
、
一
九
九
八
年
、

　
六
三
－
一
〇
一
頁
。
同
、
「
最
近
の
海
洋
区
域
を
め
ぐ
る
国
家
間
の

境
界
画
定
に
関
す
る
国
際
法
の
動
向
－
衡
平
（
暑
E
身
）
原
則
の

導
入
の
意
義
－
」
、
『
東
海
法
学
』
、
第
二
二
号
、
一
九
九
四
年
、
三

　
三
－
二
一
四
頁
（
特
に
四
三
－
五
二
頁
）
。

（
6
）
　
国
家
実
行
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
註
一
、
五
九
－
六
九
頁
。

　
な
お
本
稿
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
大
陸
棚
と
排
他
的
漁
業
．

　
経
済
水
域
に
単
一
の
境
界
画
定
を
「
単
一
の
境
界
画
定
」
と
縮
約
す

　
る
。

（
7
）
　
小
法
廷
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
寄
霧
己
昌
一
＞
o
q
〇
一

　
－
一
』
α
胴
o
ω
O
『
o
μ
－
≦
o
色
凹
■
O
o
o
＝
峯
o
σ
9
一
』
一
』
O
胴
而
邑
』
ぎ
o
o
O
o
プ
o
コ
・

　
邦
語
に
よ
る
本
件
の
紹
介
と
し
て
特
に
次
を
参
照
。
杉
原
一
。
同
嶺
、

　
「
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
」
、
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
、
第
八
七
巻
四

　
号
、
一
九
八
八
年
、
三
七
－
六
七
頁
。
波
多
野
田
土
望
、
尾
崎
重
義
編
、

　
『
国
際
司
法
裁
判
所
・
判
決
と
意
見
第
二
巻
（
一
九
六
四
－
九
三

　
年
）
』
（
評
者
・
東
寿
太
郎
）
、
国
際
書
院
、
一
九
九
六
年
、
二
二
一

　
－
二
一
＝
五
頁
。
三
好
正
弘
、
「
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
の
意
義
」
、
『
海

　
洋
法
と
海
洋
政
策
』
、
第
八
号
、
外
務
省
、
一
九
八
五
年
、
二
一
－

　
四
二
頁
。
本
件
に
は
次
の
邦
訳
が
あ
る
。
佐
藤
好
明
、
「
メ
ー
ン
湾

　
海
洋
境
界
画
定
事
件
」
、
『
東
京
水
産
大
学
論
集
』
、
第
二
四
巻
、
一

　
九
八
八
年
、
二
二
五
－
一
八
八
頁
。

（
8
）
；
o
O
ミ
ミ
§
ぎ
8
ω
①
二
．
O
．
』
．
零
o
o
募
嚢
戸
口
・

　
M
雪
一
〇
胃
p
ミ
．

（
9
）
§
乱
．
一
君
－
竃
o
－
ω
o
P
o
彗
印
1
＝
ド

（
1
0
）
　
§
註
．
一
P
ω
8
一
〇
凹
轟
」
匿
一

（
u
）
　
き
ミ
＝
p
ω
8
－
望
N
o
胃
凹
．
冒
①
－
－
蟹
・

8！1



大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について（119）

（
1
2
）
§
戸
P
曽
↓
ら
彗
画
L
竃
ω
而
①
募
9
婁
｝
P
竃
9
葛
曇

　
冨
ω
．

（
1
3
）
§
ミ
一
P
ω
舅
寝
冨
」
睾

（
〃
）
　
↓
三
『
～
ミ
一
戸
、
↓
思
「
｝
冬
彗
μ
～
o
8
旨
『
o
o
申
一
＝
巴
真
彗
－

　
目
凹
巨
O
目
胆
－
O
O
＝
↓
O
吟
－
巨
ω
巨
o
①
－
o
①
o
－
－
o
o
o
⑩
勺
凹
ユ
ω
－
宍
．
．
一
｝
　
ド
ト

　
ト
．
一
く
o
F
①
㎝
一
－
o
㊤
ム
．
o
．
①
｛
1

（
1
5
）
§
ミ
杉
原
、
前
掲
註
七
、
六
三
頁
。

（
蝸
）
掌
①
s
㌣
g
き
｝
§
8
ω
〇
二
－
ρ
－
零
君
『
↓
二
竃
戸
o
p

　
ω
亀
－
雀
卓
o
彗
農
』
彗
占
き
．

（
1
7
）
判
決
文
は
次
を
参
照
。
↓
ま
S
ぎ
§
－
9
ぎ
§
－
曼
餉
餉
§

　
○
鶉
p
完
o
b
ト
♪
く
〇
一
〇
。
p
ε
o
．
9
毫
畠
キ
畠
べ
。
中
裁
裁
判
所

　
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
零
鶉
巨
雪
↓
5
o
募
こ
邑
鷺
蜆

　
ζ
げ
貸
p
雰
g
彗
巨
な
お
、
邦
語
に
よ
る
本
件
の
紹
介
と
し
て
次

　
を
参
照
。
三
好
正
弘
、
「
領
海
・
排
他
的
経
済
水
域
・
大
陸
棚
の
単

　
一
の
境
界
画
定
」
、
『
海
洋
法
・
海
事
法
事
例
研
究
』
、
第
二
号
、
平

　
成
三
年
、
日
本
海
洋
協
会
、
一
〇
七
－
二
一
五
頁
。

（
1
8
）
↓
ぎ
S
ぎ
§
＼
9
ぎ
§
－
嚢
的
防
§
S
ω
9
§
～
－
も
．
竃
－
ら
匝
H
窒

　
O
O
O
0
1
0
0
岨
．

（
1
9
）
§
ミ
ら
P
9
9
8
r
寝
『
夢
－
巨
－
＝
↓
1

（
2
0
）
判
決
文
は
次
を
参
照
。
↓
訂
睾
き
雨
ミ
§
』
き
寒
－
§

　
畠
ω
p
－
卜
．
ミ
く
〇
一
巴
し
竃
N
暑
．
＝
竃
－
冨
－
o
．
中
裁
裁
判
所
の

構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
～
窃
巨
彗
一
－
ぎ
ぎ
竃
ま
＞
『
凧
一

　
9
農
戸
旨
o
o
q
窃
ミ
巴
一
〇
g
一
示
9
＞
『
彗
o
q
一
〇
売
巨
N
一
ω
g
φ
g
睾

本
件
に
は
次
の
邦
訳
が
あ
る
。
青
木
隆
、
「
カ
ナ
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
海

域
画
定
仲
裁
裁
判
所
－
海
域
画
定
（
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ク
ロ
ン

　
事
件
判
決
）
L
、
『
清
和
法
学
研
究
』
、
一
巻
一
号
、
一
九
九
四
年
、
二

　
九
一
－
三
二
〇
頁
。
同
じ
論
者
に
よ
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
「
サ
ン

　
ピ
エ
ー
ル
・
、
ミ
ク
回
ン
海
域
画
定
に
関
す
る
仲
裁
判
決
に
つ
い
て
」
、

　
『
法
学
研
究
』
、
第
六
七
巻
二
号
、
一
九
九
四
年
、
三
四
－
七
一
頁
参

　
照
。

（
2
1
）
；
o
睾
ミ
雨
§
§
、
き
膏
－
§
畠
ω
P
§
き
P
＝
箪
雷
曇

　
ω
o
o
l

（
2
2
）
§
ミ
も
ー
＝
責
寝
「
P
o
。
ド

（
2
3
）
§
ミ
ら
1
＝
司
葛
曇
㊤
－
1

（
別
）
　
本
件
の
概
要
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
次
を
参
照
。
国
際
司
法

　
裁
判
所
判
例
研
究
会
、
「
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
ヤ
ン
・
マ
イ
エ
ン
間

　
の
海
域
の
境
界
画
定
事
件
」
（
評
者
・
酒
井
啓
亘
）
、
『
国
際
法
外
交

　
雑
誌
』
、
第
九
五
巻
五
号
、
一
九
九
六
年
、
四
二
－
⊥
ハ
九
頁
。
波
多

　
野
里
望
、
尾
崎
重
義
編
、
前
掲
註
七
、
（
評
者
・
松
囲
幹
夫
）
、
四
四

　
〇
1
四
五
〇
頁
。
ま
た
、
本
件
に
は
次
の
邦
訳
が
あ
る
。
青
木
隆
、

　
「
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
ヤ
ン
マ
イ
エ
ン
と
の
間
の
区
域
に
お
け
る
海

　
洋
画
定
に
関
す
る
薯
件
（
デ
ン
マ
ー
ク
対
ノ
ル
ウ
エ
ー
）
判
決
」
、

　
『
法
学
研
究
』
、
第
六
七
巻
八
号
、
一
九
九
四
年
、
九
九
1
＝
三
二
頁
。

　
な
お
、
本
件
は
海
洋
境
界
画
定
の
判
例
と
し
て
初
め
て
選
択
条
項
に

　
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
，

（
％
）
　
↓
す
①
　
O
ミ
軸
ミ
ー
S
曽
軋
き
昌
　
ξ
雨
3
o
O
ω
①
一
－
－
O
．
』
1
刃
o
℃
O
『
房

　
5
竃
ら
．
8
一
混
轟
l
g
．

（
蝸
）
　
↓
了
o
O
ミ
ミ
ρ
、
き
｛
昌
Φ
〇
四
ω
P
－
．
O
l
』
－
カ
①
O
O
『
房
　
－
⑩
o
o
牟
O
l

　
～
〇
一
〇
四
『
胆
1
－
o
↓
一
↓
す
o
ト
き
k
昌
＼
§
－
§
o
與
ω
P
－
1
0
1
』
．
丙
o
O
O
ユ
眈

　
－
竃
9
p
讐
一
程
冨
．
お
．

911
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（
η
）
　
↓
す
o
＞
δ
ミ
ぎ
ω
雨
S
O
o
昌
ま
茗
雨
昌
§
－
ω
｝
雨
、
o
凹
ω
而
9
－
．
O
．
－
刃
？

　
o
o
ユ
ω
－
8
9
o
p
亀
－
奏
寝
声
一
ω
－
ミ
一
暮
o
ト
き
さ
＼
き
§

　
○
凹
ω
P
－
．
O
．
』
．
刃
o
O
o
『
房
－
㊤
o
o
g
O
l
N
9
七
〇
『
申
N
↓
．

（
蝸
）
　
↓
巨
①
　
O
ミ
雨
昌
－
S
S
包
き
S
　
ξ
雨
S
o
凹
ω
P
　
－
．
O
－
』
．
刃
①
O
O
ユ
閉

　
冨
8
一
p
畠
一
〇
胃
国
－
ミ
ー

（
㎎
）
　
き
ミ
ー
一
p
8
一
〇
鵯
冨
」
o
o
－

（
3
0
）
　
§
ミ
一
℃
恒
．
2
－
竃
も
睾
凹
－
蜆
ω
1

（
3
1
）
　
§
註
．
一
P
竃
一
〇
〇
冨
1
9
1

（
塊
）
　
O
＝
一
』
『
o
す
－
＝
一
刃
．
カ
．
一
．
．
↓
＝
o
O
『
o
①
目
訂
目
O
・
』
o
目
H
≦
o
｝
o
目
O
凹
ω
①

　
彗
o
豪
2
o
q
目
弐
o
彗
8
δ
『
↓
＝
巴
鼻
胃
畠
匡
o
冨
一
ピ
凹
ξ
o
－
ζ
彗
一
・

　
巨
ヨ
o
ω
昌
コ
ま
q
U
冊
＝
ヨ
一
冨
↓
一
昌
、
一
『
ぎ
§
膏
§
ミ
｛
§
ミ
旨
ミ
ー

　
§
－
♀
き
ユ
§
s
s
巨
o
o
婁
§
－
卜
s
§
一
く
〇
一
1
㊤
二
〇
違
ら
．
；

（
鎚
）
　
↓
す
o
　
Ω
§
雨
ミ
ー
S
S
＆
き
S
　
§
k
雨
S
o
～
ω
〇
一
－
．
O
－
』
．
カ
o
O
O
ユ
㎝

　
5
箪
P
鼻
寝
鼻
O
P

（
拠
）
　
O
ゴ
一
』
『
o
巨
山
＝
1
0
b
．
o
註
．
目
O
↓
①
ω
ド
O
．
M
①
∴
U
－
O
－
坪
＝
＝
、
ピ
．
匝
H
H
⑭
↓

　
O
①
－
凹
O
〇
一
』
『
－
コ
↓
o
『
目
凹
巨
O
目
與
－
O
①
－
』
m
饒
o
o
o
目
－
、
匝
寓
竺
『
①
O
耐
－
印
O
凧
－

　
饒
昌
－
訂
饒
o
目
昌
彗
巨
昌
o
匹
與
目
ω
5
記
瞥
o
目
色
旨
需
①
目
言
①
－
o
o
；
－

　
○
コ
す
コ
α
①
け
－
凹
コ
ζ
饅
｝
①
目
．
．
一
完
．
Ω
■
ト
、
一
く
o
－
．
ω
o
〇
一
－
⑩
㊤
牟
p

　
竃
〇
一

（
3
5
）
　
↓
三
ユ
ξ
画
き
8
I
o
芦
目
o
8
－
｛
一
P
ぎ
1

（
3
6
）
　
国
家
実
行
で
は
、
合
意
に
よ
り
海
底
と
上
部
水
域
と
で
異
な
る

　
境
界
画
定
線
が
設
定
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
八
年

　
ト
レ
ス
海
峡
条
約
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ー
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
）
、

　
一
九
八
一
年
暫
定
的
漁
業
監
視
・
執
行
協
定
の
履
行
に
関
す
る
了
解

　
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ー
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
、
一
九
八

　
九
年
東
チ
モ
ー
ル
と
北
部
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
問
の
区
域
に
お
け
る
協

　
カ
水
域
条
約
（
同
）
、
一
九
九
七
年
排
他
的
経
済
水
域
お
よ
ぴ
特
定

　
の
海
底
境
界
圃
定
条
約
（
同
）
。

（
珊
）
　
↓
す
o
O
昌
ミ
ミ
き
｛
S
Φ
o
国
ω
9
－
．
O
’
』
．
カ
Φ
O
O
『
房
　
一
〇
〇
〇
牟
P

　
彗
ω
一
〇
胃
凹
」
蜆
o
o
．

（
3
8
）
　
ω
マ
カ
o
σ
雪
二
彗
三
長
眈
一
．
．
向
o
巨
q
彗
o
内
〇
三
冨
⊆
o
写
一
冒
一
・

　
亘
O
ω
．
．
一
ト
ー
り
⇔
ト
一
く
O
F
×
■
＝
一
－
O
O
0
9
P
M
㊤
．

（
3
9
）
　
§
ミ
一
P
ω
o
o
■
奥
脇
直
也
、
「
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
」
、

　
『
海
洋
法
条
約
体
制
の
進
展
と
国
内
措
置
』
、
第
一
号
、
平
成
九
年
、

　
日
本
海
洋
協
会
、
八
五
頁
。

（
4
0
）
　
こ
れ
に
関
し
メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件
に
お
い
て
も
、
海
岸
線

　
が
相
対
す
る
第
二
区
域
で
は
修
正
的
衡
平
の
ア
プ
回
－
チ
が
と
ら
れ

　
て
い
る
点
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
－
O
」
．
勾
｛
o
『
房

　
冨
o
o
戸
o
p
ω
雷
－
8
メ
i
胃
凹
ω
．
巳
†
竃
ω
一

（
仙
）
　
↓
＝
①
卜
｛
昌
S
＼
き
冒
S
o
印
ω
P
－
．
O
I
－
宛
o
O
O
『
一
ω
一
〇
〇
〇
蜆
一
〇
－
ω
9

　
○
彗
p
竈
．

（
4
2
）
　
き
ミ
’
P
ω
ω
一
〇
嘗
P
窒
．

（
4
3
）
　
§
邑
－
一
〇
P
ξ
－
ミ
一
〇
胃
P
①
－
．

（
4
4
）
　
ミ
o
戸
o
、
ミ
』
o
訂
ω
ら
－
①
ω
－
賓
一
昌
o
P
o
o
o
．

（
4
5
）
　
こ
れ
ら
の
事
情
の
批
判
的
検
討
に
つ
い
て
、
拙
稿
、
註
一
、
四

　
六
－
五
九
頁
参
照
。

（
4
6
）
　
比
例
性
観
念
の
一
般
的
考
察
に
関
し
次
を
参
照
。
位
田
隆
一
、

　
「
最
近
の
海
の
境
界
画
定
紛
争
に
お
け
る
比
例
性
概
念
－
国
際
法
上

　
の
比
例
性
原
則
の
研
究
－
」
、
『
法
学
論
叢
』
、
第
一
二
四
巻
五
・
六

　
号
、
平
成
元
年
、
八
一
－
一
一
〇
頁
。
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大陸棚と排他的経済水域の両者に単一の境界画定について（121）

（
4
7
）
　
↓
ぎ
O
ミ
§
ミ
O
s
ぎ
§
－
§
｝
｝
§
8
ω
P
g
1
o
宗
昌
箒
；
P

　
蜆
o
o
μ
O
団
『
與
－
－
N
ム
∴
↓
す
①
O
ミ
雨
ミ
ー
亀
S
軋
き
富
ξ
雨
S
o
與
眈
P
－
．
O
．
』
．

　
宛
8
o
『
房
お
8
も
．
ミ
一
寝
冨
』
①
一
p
富
一
寝
『
印
』
－
．

（
4
8
）
　
ω
o
o
胆
『
o
訂
o
口
邑
o
目
o
｝
』
一
』
o
o
q
o
O
α
o
，
艸
す
o
O
ミ
雨
茗
ざ
昌
、
＼

旨
茗
き
k
雨
竃
o
凹
閉
o
」
．
O
ー
ト
刃
o
℃
O
『
房
－
o
o
P
P
＝
9
0
｝
H
螂
－
㊤
o
〇
一
閉
①
O
－

　
胃
呉
①
o
亘
邑
g
o
H
』
巨
o
q
①
＞
』
旨
o
頁
§
ミ
一
p
ω
昌
；
8
凹
冨
訂

○
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